
平成３１・３２年度

登別市建設工事等入札参加資格審査申請について

平成３１・３２年度に登別市発注の建設工事、設計、測量、地質調査及び道路清掃等の競

争入札に参加を希望する方は、次の要領により申請書等を提出してください。

１ 入札参加資格審査申請をできない方

次の各号のいずれかに該当する方は、入札参加資格審査申請をすることができません。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項（第１６７条の１１第１項において準用す

る場合を含む。）の規定に該当する方

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項（第１６７条の１１第１項において準用す

る場合を含む。）の規定により競争入札への参加を排除されている方

（３）登別市税、消費税・地方消費税を滞納している方

（４）暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）第３条又

は第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定する暴力団等の構成員を、役員

（個人又は代表者）並びに支配人及び営業所等の代表者として使用している方

２ 参加資格要件

（１）建設工事を希望する方

ア 申請する工種に関する建設業の許可を得てからの営業年数が２年以上あること。

イ 経営事項審査結果通知書（経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書）の写

しを提出できること。

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定に基づく更生及び再生手続開始の申立てがなされている方は、

手続きの開始決定後、経営事項審査を受けていること。

※ 申請する方は原則として建設業退職金共済制度に加入していることを条件としま

すので、共済組合が発行する加入・履行証明書の写しが必要です。

なお、独自で退職金制度を設けているところは、それらの内容の記載のある社則等

の提出をお願いします。

（２）設計等（設計・測量・地質調査・道路清掃）を希望する方

業務の種類に応じて必要な登録を了している方。ただし、道路清掃の方は不要です。

３ 資格の有効期間

平成３１年度から平成３２年度の２年間（平成３１年４月１日から平成３３年３月３１

日まで）。

※ 随時登録

◎ 建設工事・設計・測量等については、当該申請分を翌月 15日までに登録します。



◎ 共同企業体については、当該企業体が結成された日以降に随時受付します。

なお、有効期間は、結成した年度を原則とします。

４ 受付期間・時間・場所

（１）期 間 平成３１年２月１日(金)から２月２０日(水）まで

（土曜日及び日曜日、祝日を除く）

（２）時 間 ９時３０分から１６時００分まで（12 時から 13時までを除く）

（３）場 所 登別市役所 第２会議室（本庁舎３階）

（４）方 法 持参（郵送による提出は受け付けません）

５ 申請書類等

申請書は、（一社）北海道土木協会作成の市町村統一様式を使用し「北海道内各市町村

の入札参加資格審査申請について」の申請書類作成要領に基づき記入し提出してください。

「誓約書」、「法定保険加入状況等一覧表」及び「社員名簿」は市の指定様式を使用し、

記入・押印の上提出してください。

受理票が必要な場合は返信用封筒（定型封筒に住所・会社名等を記載の上、８２円切

手を貼付）を同封してください。

建設工事及び設計等の両方を申請する場合は、それぞれを別ファイルにし提出ください。

６ 納税証明書について

市税の納税証明書は、登別市に納税義務がある場合に提出してください。申請時期及び手

続きは下記（１）・（２）のとおりです。（納税証明書の交付申請について御不明な点があれ

ば、税務グループ （電話０１４３－８５－１１５５）までお問い合わせください。）

消費税及び地方消費税の納税証明書（納税証明書「その 3、その 3の 2、その 3の 3のい
ずれか」（未納税がない証明））については、所管の税務署が発行します。

本人（法人の場合は代表者本人）以外の方が申請する場合は委任状が、また、証明書の請

求・受領にあたっては、本人又は受任者の印鑑及び本人・受任者であることを確認できる

もの（運転免許証等）が必要となります。詳しくは、所管の税務署までお問い合わせくだ

さい。

（１）市税の納税証明書をとる時期について

当初申請の場合は、平成３１年１月１日以降に証明を受けたものを提出してくだ

さい。

平成３２年度（２年目）の入札参加にかかる納税証明書の提出は不要です。

（２）市税の納税証明書の交付申請について

納税証明書の交付窓口は税務グループ（登別市役所本庁舎1階）及び各支所です。

本人及び代表者以外の方が交付を申請する場合には、委任状が必要となります。

なお、証明書の請求・受領にあたっては、来庁者本人の確認に運転免許証等の

身分証明が必要となります。



また、遠隔地で来庁できない場合は、郵送で請求することもできます。（申請用

紙は登別市のホームページからダウンロードできます。）

７ 市税等納付状況調査同意書について

入札参加業者選定時等必要に応じて調査を行う場合がありますので、あらかじめ御承知

おきください。

８ 口座振替依頼書について

「口座振替依頼書」は登録上の必須の書類ではありませんが、迅速・正確な支払いを行う

ため提出をお願いします。提出後に変更が生じた場合は、会計グループ宛に届け出してくだ

さい。

９ 注意事項

（１）修正液・テープによる申請書類の訂正は認めません。

（２）申請後、入札参加資格審査申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに変

更届（市町村統一様式 12）を提出してください。

（３）入札参加資格業者としての登録は、登録期間中の指名・発注を確約するものでは

ありません。

（４）競争入札参加資格登録期間中に、建設業許可や経営事項審査などの有効期限が切

れる場合は、速やかに新しい通知書（写し）を提出してください。

（５）申請書類に不備があった場合は、市から連絡します。不備を指摘してから１か月が経

過しても申請書類が整わなかった場合は、申請を不受理扱いとし、書類を返送いたしま

す。

10 問い合わせ先

〒059－8701 登別市中央町 6丁目 11番地
登別市役所 総務部契約・管財グループ（本庁舎 3階）
TEL 0143－85－1184（直通）



申請書類一覧 （市町村用統一様式を使用）

書 類 の 名 称

建

設

工

事

測

量

設

計

書 類 の 説 明

１
建設工事等入札参加資格審査

申請書 【様式１】
○ ○

２

経営事項審査結果通知書（経営規

模等評価結果通知書・総合評定値

通知書）の写し

○

３ 工事（事業）経歴書 【様式３】 ○ ○ 直前２年度決算分（設計は１年度決算分）

４ 工事経歴書集計表 【様式３の２】 ○

５ 技術者名簿 【様式４】 ○ ○

６
代表者身分証明書

（個人企業のみ）
○ ○

市区町村（本籍地）発行（申請時３か月以内

のもの） 【原本】

７ 登記事項証明書（法人のみ） ○ ○
法務局発行（申請時３か月以内のもの）

【写し可】

８ 許可・登録証明書 ○ ○ 【写し可】

９
建設業退職金共済組合等の

加入・履行証明書の写し
○

10
建設工事入札参加資格審査

申請書付票 【様式９】
○

11
設計等入札参加資格審査申請書

付票 【様式１０】
○

12 納税証明書 ○ ○

・所管税務署発行の消費税及び地方消費税の

納税証明書 【写し可】

・登別市税の納税証明書 【原本】

13 決算書 ○ 提出時直近の１年分 【写し可】

14 銀行取引証明書又は残高証明書 ○ ○
金融機関発行（申請時３か月以内のもの）

【写し可】

15 誓約書 ○ ○ 市指定様式（様式５）

16 市税等納付状況調査同意書 ○ ○ 市指定様式（様式６）

17 法定保険加入状況等一覧表 ○ 市指定様式（様式７）

18 社員名簿 ○ 市指定様式（様式８）


